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平成29年度税制改正大綱が公表され、役員給与に関する改正が注目を集めてい
ます。従来、役員に対して支給する報酬については厳しい損金算入要件が設けら
れており、実際、多くの企業で固定報酬を中心とした報酬制度が採用されてきたと
ころです。近年のコーポレートガバナンスに対する取組みの中で新たな役員報酬
のあり方が検討され、税制もこれに呼応して改正されています。本アラートでは、 
株式報酬を中心に、改正が見込まれる内容も踏まえて、税務上の取扱いをご紹介し
ます。

1.  役員報酬制度の変化と税制の整備
（1） コーポレートガバナンスと役員報酬制度

2015年6月よりコーポレートガバナンス・コードの適用が開始され、企業の持
続的な成長と中長期的な価値向上に向けた取り組みが進められているところ
ですが、その基本原則4-2（取締役会の役割・責務（2））の中で、取締役会の重
要な役割として、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備が
掲げられ、経営陣の報酬については、中長期的な会社の業績や潜在的リスク
を反映させてインセンティブ付けを行うべきとされています。さらに、補充原
則4-2①では、経営陣の報酬について、持続的な成長に向けた健全なインセ
ンティブの一つとして機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬の割合
や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきとされており、現金
での固定的な報酬制度からの移行が提言されています。
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さらに、2015年7月、『コーポレート・ガバナンス・システム
の在り方に関する研究会』が新しい株式報酬の導入に向
けた法的論点に関する解釈指針を公表し、取締役に対す
る報酬として自社株を交付することについての環境が整
備されました。

（2） 役員給与に対する税制の整備
上記の流れを受け、平成28年度税制改正において、譲渡
制限付株式を役員に対して交付する場合の費用につい
て、条件付きで損金算入が認められることとなりました。
役員に対して株式を交付するタイプの報酬について損金
算入が認められたのは、画期的な前進であったものの、事
前確定届出給与の枠内で整理されたものであり、一般的
な自社株交付や中長期的な業績に連動することを想定し
たような多様な役員報酬制度に対応させるには、やや窮
屈な側面がありました。

そこで、中長期的な業績と連動する報酬や自社株報酬を
導入する流れに呼応して税制が見直され、平成29年度税
制改正では、譲渡制限の付されていない株式を交付する
タイプの報酬制度についても損金算入される役員給与に
含まれることとなるのに加え、利益連動給与の算定基礎と
なる利益指標に株価や売上高も含まれるなど、損金算入
可能な役員給与の範囲が拡大することになります。

2. 役員報酬の種類と税務上の取扱い
（1） 役員報酬に関する法人税法上の類型

法人税法においては、原則として、役員に対して支給する
給与（役員給与）を損金の額に算入しないこととしていま
す。これは、役員給与の支給について恣意性を排除する
ことが適正な課税を実現する観点から不可欠であるとい
う考え方に基づくものです。平成18年度税制改正におい
て、①定期同額給与、②事前確定届出給与及び③利益連
動給与の3類型に限り、一定の条件を充足することを要件
に、損金の額に算入するという現在の体系が構築されまし
た（法人税法第34条第1項）。

① 定期同額給与 1月以下の一定の期間ごとに同額を
支給するもの

② 事前確定届出給与 所定の時期に確定額を支給する旨
の定めに基づいて支給する給与で、
その内容について所轄税務署長に
予め届出をするもの

③ 利益連動給与 利益に関する指標を基礎として、確
定額を上限として算定される給与
で、株主総会の決議等を経て決定さ
れるもの

（2） 主な役員報酬制度と法人税法上の整理
現行税制では、役員給与のうち、現金報酬、自社株報酬 
及びストックオプションを付与するものについて、次のよ
うに整理されます（定期同額給与については割愛してい 
ます）。

役員報酬制度 現行税制 平成29年度 
税制改正のポイント

金銭 業績連動 利益連動給与の条
件を充足すれば損
金算入可

算定指標の拡大（株価、
売上高の追加）

上記以外 損金算入不可
ただし、事前確定
届出給与の要件を
充足すれば損金算
入可

改正なし

株式 譲渡制限
付株式

特定譲渡制限付株
式に該当すれば事
前確定届出給与と
して損金算入可

利益その他の指標を基
礎として譲渡制限を解
除するものは事前確定
届出給与から除外

上記以外 損金算入不可 利益連動給与、事前確
定届出給与に該当すれ
ば損金算入可

ストック 
オプション

役員給与の損金不
算入規定の対象外
で、税制非適格ス
トックオプションで
あれば損金算入可

役員給与の損金不算入
規定の対象とされ、利
益連動給与、事前確定
届出給与に該当しなけ
れば損金算入不可

ここで注目すべきは、やはり、利益連動給与についての改
正により損金算入が可能となる、株価に連動する役員報
酬、役員に対して自社株式を交付する報酬でしょう。これ
までは、株価は必ずしも会社の業績のみを反映するわけ
ではなく、税法が想定している利益連動給与の算定指標
としては適さないと解されていましたが、役員報酬として
自社株式を交付すると、報酬額は株価に連動したものに
なる可能性は高く、株価が算定指標に含まれることになる
ことは歓迎すべき改正であるといえます。

（3） 平成29年度税制改正後の株式報酬
役員に対して自社株式を交付するタイプの報酬制度とし
ては、主に、パフォーマンスシェア（PS）と呼ばれる業績の
達成度合いに応じて交付する株式数を決定するものと、リ
ストリクテッドストック（RS）と呼ばれる譲渡制限が付され
た株式を交付し、一定の条件の下、譲渡制限を解除するも
のがあります。今回の税制改正では、いずれのタイプにも
影響があるものと考えられます。
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① PSと利益連動給与
PSは利益連動給与として損金算入することが可能と
なるものと考えられますが、そのためには、下記の要件
を充足する必要があります（法人税法第34条第1項第 
3号）。

現行税制における要件 平成29年度税制改正のポイント
1 同族会社に該当しない
こと

非同族法人（親会社）との間に完全
支配関係がある法人が支給する給
与は対象に加えられます（決議、開
示に関する要件は親会社側で充足
することとされます）

2 業績執行役員の全てに
対して支給するものであ
ること

改正なし

3 算定方法が利益の状況
を示す指標を基礎とした
客観的なものであり、か
つ、下記の要件を満たす
ものであること
(a)確定額を限度としてい
るものであり、かつ、他の
業務執行役員に対して支
給する利益連動給与に係
る算定方法と同様のもの
であること
(b)株主総会の決議によ
る決定、報酬委員会によ
る決定、その他これに準
ずる適正な手続を経てい
ること
(c)その内容が有価証券
報告書等に記載され、開
示されていること

算定指標の範囲について、株式の
市場価格の状況を示す指標及び売
上高の状況を示す指標が加えられ
ます（ただし、売上高の状況を示す
指標については、利益の状況を示す
指標又は株式の市場価格の状況を
示す指標と同時に用いられるもの
に限られます）
また、将来の所定の時点もしくは期
間の指標を用いることが認められる
こととなります
(a)については、市場価格のある株
式を交付する給与につき確定した
数を限度とするものを対象に加え
ることとされます

4 利益の状況を示す指標
が確定した後1月以内に
支払われ、又は支払われ
る見込みであること

改正なし

5 損金経理をしていること 上記3.の改正を受けて、所定の見直
しを行うこととされています

算定指標が拡大することで、自社株報酬に対応するこ
とが可能となったほか、これまで認められていなかった
売上高に連動する設計も可能となります。したがって、
新たな役員報酬制度の導入を検討する際には、初期的
な段階から税務上の取扱いについても考慮する重要
性が増すものと考えられます。また、自社株報酬を利
益連動給与として取扱う場合には、交付株数に上限を
設ける必要がある点についても留意する必要があり 
ます。

② RSと事前確定届出給与

RSは、これまで特定譲渡制限付株式のみが損金算入
の対象でしたが、今回の税制改正において、所定の時
期に確定した数の株式を交付する給与が対象に加え

られることから、いわゆるRSU（リストリクテッドストック
ユニット）のような設計も可能となるものと考えられま
す。特定譲渡制限付株式以外の事前確定届出給与の
損金算入要件は、以下のとおりです（法人税法第34条
第1項第2号）。

現行税制における要件 平成29年度税制改正のポイント
1 その役員の職務につき
所定の時期に確定額を
支給する旨の定めに基づ
いて支給すること

所定の時期に確定した数の株式
を交付する給与も対象に加えられ 
ます
また、役務の提供を受ける法人の発
行済株式の50%超を直接もしくは
間接に保有する法人が発行した株
式も対象となります

2 株主総会等の決議をした
日から1月を経過する日
までに所轄税務署長にそ
の定めの内容に関する届
出をしていること

改正なし

特定譲渡制限付株式は、上記2の届出を要さないこと
とされていますが、それ以外の株式について損金算
入の対象とするためには、金銭の交付をする給与と同
様に、事前に届出る必要がありますので、ご留意くだ 
さい。

3. 今後の対応
今回の改正は、2017年4月1日以後（退職給与、譲渡制限付株
式及びストックオプションに係る部分は同年10月1日以後）に支
給又は交付に係る決議をする給与に適用されます。株式報酬や
業績連動報酬を新たに導入する企業にとっては、新たな税制下
で検討することになりますが、すでにこれらの制度を導入済の
企業にとっては、自社の報酬制度に照らして損金算入の余地が
あるか積極的に検討する必要があります。

また、グローバルに展開する企業にとっては、海外子会社の 
役員、使用人も含めて、同一のインセンティブプランを採用する
ケースも多く、新たなプランの導入に際しては、日本の制度が
海外でも適用可能か否かの法律面での検討に加えて、現地で
給与課税されるタイミングや海外子会社における損金算入の
可否など、税務面でも調査をする必要があります。人事異動に
より、海外子会社へ出向するケースもあり、出向中、帰任時の課
税関係についても実務対応を要します。

外資系の企業にとっては、税法が会社法をベースに規定され
ていることから、損金算入が難しいのではという懸念もありま 
すが、改正法令等を精査し、検討する余地はあろうかと思われ
ます。

さらに、信託を利用した役員報酬制度も普及しているところで
すが、退職時に株式を交付する制度も含めて、新税制に照らし
て対応することが必要となると考えられます。
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